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３
月
は
会
社
を
去
る
人
の
多
い
季
節
で
す

ね
。
私
は
し
ば
し
ば
会
社
勤
め
の
友
人
か
ら

「
会

社

を

辞

め

た

い
」
と

相

談

を

受

け

ま

す
。
辞
め
た
い
理
由
は
も
ち
ろ
ん
複
合
的
だ

と
は
思
い
ま
す
が
、
聞
く
限
り
で
は
ほ
と
ん

ど
が
「
残
業
が
多
い
」
「
上
司
が
パ
ワ
ハ
ラ

を
す
る
」
の
二
点
。
そ
れ
ら
が
今
後
改
善
さ

れ
る
見
込
み
が
な
い
場
合
に
退
職
を
決
意
す

る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。 

 

退
職
を
決
意
し
た
後
に
悩
む
問
題
が
「
上

司
に
何
と
言
っ
て
辞
め
る
か
」
と
い
う
こ
と

で
す
。
率
直
に
不
満
を
話
し
て
了
承
さ
れ
れ

ば
簡
単
で
す
が
、
な
か
な
か
そ
う
も
い
き
ま

せ
ん
。
怒
る
の
は
論
外
と
し
て
も
、
「
も
っ

と
頑
張
れ
」
「
お
前
に
は
期
待
し
て
い
る
」

と
い
っ
た
抽
象
的
な
励
ま
し
や
、
「
残
業
は

減
ら
す
か
ら
」
「
上
司
に
は
言
っ
て
お
く
」

と
い
っ
た
期
待
に
欠
け
る
解
決
策
を
提
示
さ

れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
は
残
念
な
が
ら
、
既
に
退
職
を
決
意
し

た
人
の
心
に
は
響
き
づ
ら
い
も
の
で
す
。 

 

ど
う
せ
辞
め
る
し
、
な
る
べ
く
色
々
言
わ

れ
ず
に
、
穏
便
に
去
り
た
い
と
思
う
の
も
退

職
者
の
当
然
の
心
理
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
体

調
不
良
な
ど
の
や
む
を
得
な
い
理
由
や
自
分

の
夢
を
叶
え
た
い
な
ど
の
応
援
さ
れ
や
す
い

理
由
を
言
い
、
本
心
を
隠
し
て
辞
め
る
人
が

多
く
い
ま
す
。 

 

逆
に
言
え
ば
、
会
社
は
本
当
の
退
職
理
由

を
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ

こ
に
ひ
そ
ん
だ
組
織
の
問
題
に
気
付
き
そ
び

れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
の
で
す
。
全
員

の
本
心
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
退
職
者
の

就
業
環
境
を
確
認
し
、
組
織
的
な
問
題
は
な

か
っ
た
か
検
証
す
る
こ
と
は
必
要
だ
と
思
い

ま
す
。
人
が
去
る
タ
イ
ミ
ン
グ
は
組
織
を
見

直
す
ひ
と
つ
の
チ
ャ
ン
ス
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 
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サ
ラ
の
物
語  
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「
ハ
ー
バ
ー
ド
か
ら
の
贈
り
物
」
（W

ha
t K

ind
 o

f L
e
ad

e
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D
o
 y

o
u W

ant to
 b

e
: R

e
m

e
m

b
e
r W

ho
 Y

o
u A

re

）
と
い
う
本

は
、
２
０
０
４
年
に
発
刊
さ
れ
た
本
で
、
今
回
機
会
が
あ
っ

て
原
版
（
英
語
版
）
を
読
ん
だ
。 

 

１ 

こ
の
本
は
、
こ
れ
か
ら
エ
リ
ー
ト
と
し
て
社
会
に
は
ば
た
く

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
学
生
た
ち
に
向
け
た
退
官
す
る
教
授
の

最
終
講
義
を
集
め
た
講
演
集
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
サ
ラ
の

物
語
」
（H

・
ケ
ン
ト
・
ボ
ウ
エ
ン
）
と
い
う
短
い
話
が
あ

る
。
以
下
は
講
演
の
要
約
で
あ
る
。 

 

２ 

こ
れ
か
ら
社
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
君
た
ち
は
、
出
世
し
て

大
き
な
権
力
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
難
し
い
決

断
を
迫
ら
れ
る
。
例
え
ば
会
社
の
リ
ス
ト
ラ
で
、
従
業
員
を

解
雇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
な
ど
に
遭
遇
す
る
。
そ
の

対
象
は
、
あ
な
た
が
名
前
も
知
ら
な
い
清
掃
員
や
工
場
労
働

者
な
ど
で
あ
る
。 

 
 

そ
う
い
っ
て
、
ボ
ウ
エ
ン
教
授
は
、
サ
ラ
と
い
う
聡
明
な
女

性
の
話
を
続
け
る
。
サ
ラ
は
、
幼
い
頃
か
ら
聡
明
で
、
中
学

校
を
２
年
も
飛
び
級
し
た
上
で
、
卒
業
式
で
は
卒
業
生
総
代

と
し
て
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
サ
ラ

の
家
は
裕
福
で
は
な
く
、
彼
女
は
、
14
歳
で
家
計
を
助
け
る

た
め
に
働
き
始
め
、
自
分
の
稼
い
だ
お
金
で
３
人
の
兄
た
ち

の
学
費
を
捻
出
し
て
い
た
。 

 
 

高
校
卒
業
後
、
彼
女
は
大
学
に
は
行
か
ず
、
結
婚
し
て
８
人

の
子
ど
も
を
産
み
育
て
た
。
ま
だ
、
幼
少
年
の
子
ど
も
を
抱

え
た
40
歳
前
の
時
に
、
サ
ラ
の
夫
は
心
臓
発
作
で
急
死
し
て

し
ま
う
。 

 
 

子
ど
も
た
ち
の
生
活
を
支
え
る
た
め
に
、
サ
ラ
は
、
町
の
清

掃
員
の
仕
事
を
始
め
た
。
母
親
を
欲
す
る
子
ど
も
た
ち
が
さ

み
し
が
ら
な
い
よ
う
に
、
サ
ラ
は
子
ど
も
た
ち
を
学
校
に
送

り
出
し
て
か
ら
仕
事
に
出
か
け
、
子
ど
も
た
ち
が
学
校
か
ら

帰
る
前
に
帰
宅
す
る
。
収
入
を
増
や
す
た
め
に
、
夜
や
土
曜

日
に
も
働
き
に
出
た
。 

 

３ 

こ
の
サ
ラ
こ
そ
、
ボ
ウ
エ
ン
教
授
の
母
親
な
の
だ
。
ボ
ウ
エ

ン
教
授
は
、
み
す
ぼ
ら
し
い
制
服
で
教
会
や
道
路
を
清
掃
す

る
母
親
の
姿
を
見
る
こ
と
が
当
時
い
や
で
た
ま
ら
な
か
っ
た

と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
自
分
の
才
能
や
夢
を
犠
牲
に

し
て
、
愛
す
る
人
の
た
め
に
身
を
粉
に
し
て
働
い
て
く
れ
た

母
親
を
誇
り
に
思
う
よ
う
に
な
る
。 

 
 

ボ
ウ
エ
ン
は
最
後
に
こ
う
締
め
く
く
る
。 

 
 

「
会
社
の
リ
ス
ト
ラ
で
従
業
員
の
解
雇
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
ら
、
ど
う
か
サ
ラ
の
物
語
を
思
い
出
し
て
ほ
し

い
。
あ
な
た
の
決
断
で
人
生
を
変
え
ら
れ
る
従
業
員
は
、
た
だ

の
数
字
で
は
な
い
。
皆
、
現
実
を
生
き
て
い
る
人
間
だ
。
そ
れ

ぞ
れ
が
誰
か
の
息
子
や
娘
で
あ
り
、
父
親
や
母
親
で
も
あ
る
。

一
人
ひ
と
り
が
誰
か
の
幸
福
を
願
っ
て
額
に
汗
し
、
犠
牲
を

払
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
た
ち
に
も
、
あ
な
た
の
た
め
に
尽

く
し
て
く
れ
た
人
に
対
し
て
と
同
じ
く
、
敬
意
と
思
い
や
り
を

示
し
て
ほ
し
い
。
」 

 

４ 

社
会
を
リ
ー
ド
す
べ
き
立
場
に
あ
る
政
治
家
や
官
僚
の
腐

敗
、
大
企
業
の
不
祥
事
を
見
る
と
き
、
ボ
ウ
エ
ン
の
弱
者
に

対
す
る
謙
虚
な
姿
勢
は
鮮
や
か
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
い
え
よ

う
。
４
月
か
ら
は
、
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
が
大
幅
に
拡
大

す
る
と
い
う
。
「
我
々
は
労
働
力
を
呼
ん
だ
が
、
や
っ
て
き

た
の
は
人
間
だ
っ
た
。
」
と
言
っ
た
の
は
ス
イ
ス
の
作
家

マ
ッ
ク
ス
・
フ
リ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
「
あ
な
た
の

決
断
で
人
生
を
変
え
ら
れ
る
従
業
員
は
、
た
だ
の
数
字
で
は

な
い
。
」 

本
当
の
退
職
理
由
は
語
ら
れ
な
い 

編 

集 

後 

記 

【お 詫 び と 訂 正】当 ニ ュ ー ス 2019 年 １ 月 号 ８ 頁 の

「となりの弁護士」の最後の文が途中で切れてお

りました。正しくは「今年の参議院選挙に立憲民

主党から立候補予定。」です。読者の皆様ならび

に関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを

深くお詫び申し上げます。  
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社会保険労務士法人・行政書士事務所 

時 言   

 就職サイトを運営するエン・ジャパン社が35歳以上の

ユーザーを対象にパワーハラスメントについてアンケー

トを行い、2911名から得た回答の結果を公表した（調査

期間：2018.12.28～2019.1.31）。その特徴は。 

１．82％が「パワハラを受けたことがある」と回答。 

 性別及び年代別に見てもそれほど大きな違いはない。 

２．パワハラ被害の第１位は「精神的な攻撃」で、パワ 

 ハラを受けた３人に１人が「退職」を選択。 

 パワハラの内容（複数回答）では、１位「精神的な攻

撃」（66％）、２位「過大な要求」（46％）、３位「人

間関係からの切り離し」（36％）。また、「どのように

対処したか」の問い（複数回答）に対しては、１位「退

職 し た」（35％）、２ 位「気 に し な い よ う に し た」

（33％）、３位「パワハラをしてくる人とは別の上司や

先輩に相談した」（31％）。 

３．パワハラ防止に有効だと感じるのは、「第三者機関

によるチェック」「厳罰化」「定義の明確化」。 

 「パワハラをなくすためには、どんな方法が有効だと

思いますか」の問い（複数回答）に対しては、１位「第

三 者 機 関 に よ る 社 内 風 土 の チ ェ ッ ク 体 制 を 作 る」

（50％）、２位「厳罰化」、「パワハラの定義を明確に

する」（同率で46％）、３位「パワハラについて学ぶ機

会を設ける」（45％）。 

 

 いままで厚労省などの調査では過去３年間の経験率

だったが、長期間で見るとほとんどの人がパワハラを経

験しており、経験者の最も多い選択肢は退職。人手不足

が叫ばれている折、隠された退職理由の少なくない部分

がパワハラだったということになる。真剣な対策が必要

だ。 

ミドルの８割以上がパワハラを経験、３人に１人が退職  



 

 

TOPICS     

非正規職員にも一時金・退職金支給が必要とした２つの高裁判決 

 来年度施行の「同一労働同一賃金指針」の本格的な具体化が求められる 

【「アルバイトに一時金必要」－大阪高裁判決】 
 ２月15日、大阪高裁はアルバイト職員への一時金支

給を命じる判決を出しました。雇用形態の違いを理由

とした不合理な格差を禁じた労働契約法20条違反を問

う裁判で、一時金支給を違法とする初の判断です。 

 訴えていたのは大阪医科薬科大学で秘書業務に従事

していたアルバイト職員の女性で、過重な業務を担わ

された結果、体調を崩して休職。賃金や賞与、休暇、

休業補償などで不合理な格差の是正を求めて同大学を

相手に訴えていました。 

 判決では、大学が支給していた一時金は、「正職員

全員に年齢や成績、大学の業績に関係なく一律に支給

していた」点を重視し、「正職員が算定期間に在籍し

ていたことの対価」として一時金を支給している以

上、「（アルバイト職員に）全く支給しないとするこ

とに合理的な理由を見出すことは困難」と断じ、正職

員の60％を下回る一時金格差は不合理としました。一

時金以外でも、夏季特別休暇や、私傷病による欠勤中

の休職給の支給などについても、正職員と同様に支払

うべきとしています。 

 

【「契約社員の退職金格差は違法」－東京高裁判決】 
 ２月20日、東京高裁は契約社員への退職金支払いを

命じる判決を出しました。労働契約法20条違反を問う

裁判で、退職金の格差を違法とする判断は初めてで

す。 

 東京メトロの売店で働く契約社員４人は、各種の待

遇格差の是正を求めて東京メトロの子会社メトロコ

マースを相手に訴えていました。 

判決では、退職金に関して元契約社員の２人が10年

前後勤務していた点を重視し、「長年の勤務に対する

功労報償の性格を有する退職金すら一切支給しないこ

とは不合理」とし、正社員と同様に算定した額の少な

くとも25％は支払われるべきとしました。他にも、住

宅手当の不支給、勤続10年の正社員に支払われる褒賞

の不支給、早出残業手当の割増率の違いなども「違法

な格差」と判断しました。 

 

【同一労働同一賃金指針の考え方と新たな課題】 
 2018年12月28日、同一労働同一賃金指針が公示され

（厚労省告示第430号）、短時間・有期雇用労働者法

が成立、2020年４月（中小企業は2021年４月）から施

行されます。 

 前記の法８条では、正社員と非正規社員（短時間労

働者・有期雇用労働者のこと）の待遇の不合理な格差

について次のような考え方を明文化しています。 

 
  

 つまり、正職員と比べて「職務内容」「配置の変更

の範囲」「その他の事情」を考慮して、各種待遇の差

異を一つひとつ個別に検討し、不合理な相違であるか

どうかを判断するということです。この間、労働契約

法20条に関する２つの最高裁判決（長澤運輸事件、ハ

マキョウレックス事件）やそれを踏まえた東京高裁判

決（日本郵便事件）が昨年出され、ガイドライン案が

「指針」として正式にまとめられ、法律も新たに成立

したわけです。 

 いままでの裁判例では、精皆勤手当、通勤手当、食

事手当など主に各種の手当に関して、要素が同一であ

れば同一の手当を支給すべき（均等待遇）、一定の違

いがあるのであればその違いに応じて支給すべき（均

衡待遇）という考え方で判断されてきました。 

 上記２つの高裁判決は、賞与と退職金といういまま

での裁判では判断されてこなかったテーマについての

初めての判断です。今後最高裁でどのような判決とな

るかわかりませんが、新たな課題となったことは間違

いありません。指針でも、賞与について、正職員には

業績等への貢献に応じて支給しているならば、有期・

短時間労働者には一切支給しないというケースは「問

題になる」としています。退職金についても、功労へ

の報償としての退職金の場合には無期労働者と同一の

勤続期間である有期・短時間労働者にも勤続期間に応

じて支払うべきということにならざるを得ないと思わ

れます。基本給についても基準の明確化が必要でしょ

う。 

 

 あと１年余に迫った指針と改正法の施行をにらんだ

具体化が本格的に求められています。 

① 基本給、賞与その他の待遇それぞれについて 

② 当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間

において 

③ 業務の内容および責任の程度（以下「職務の内

容」という）、当該職務の内容および配置の変更

の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質およ

び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められ

るものを考慮 

④ 不合理な相違の禁止 
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社会保険実務 

特定社会保険労務士 鎌田 勝典 

年金相談メール nenkin@officesup.com  

社会保険実務の変更事項 

（１）平成31年度協会けんぽの健康保険料率（３月分＝４月納付分）の改定 
 平成31年度の協会けんぽの保険料率及び介護保険料率は、３月分（４月納付分）からの適用となります。 

 

 
 

※40歳から64歳までの方（介護保険第２号被保険者）は、これに全国一律の介護保険料率（1.73％）が加わ

ります。他県については、協会けんぽのホームページでご確認ください。 

 

（２）健康保険の被扶養者届における変更点 
 2018年10月以降、健康保険の被扶養者（異動）届を提出する際、原則として被扶養者の収入を証明する

書類を添付することが必要となりました。年間収入が130万円未満（60歳以上は180万円未満）であること

の証明として、課税（非課税）証明書、退職証明書・雇用保険受給資格者証、確定申告書、預金通帳の写し

が必要です。 

 ただし、所得税法の規定による控除対象配偶者または扶養親族となっている場合は事業主の証明があれば

添付書類は不要です。 

 いままで学生で被扶養者となっていた家族が、就職して被扶養者ではなくなったときに、その手続き漏れ

が出るケースが多いので、とくに４月の「被扶養者（異動）届」の提出には気を付ける必要があります。 

 

（３）協会けんぽの標準報酬月額の平均額が28万円（18等級）から30万円（19等級）にアップ 

   ～任意継続被保険者の保険料額に影響 
 協会けんぽの標準報酬月額の平均額が、平成31年４月から従来の28万円から30万にアップとなりまし

た。これは平成30年９月段階での協会けんぽに加入している全被保険者の標準報酬月額の平均額をもとに改

定されることとなっています。 

 これにより協会けんぽに加入されていた方が退職後に加入する任意継続被保険者が納付する保険料額に影

響が出ます。任意継続被保険者が支払う保険料額は、退職時の標準報酬月額と協会けんぽの標準報酬月額の

平均額の「いずれか低い方」に保険料率を乗じて支払うことになります。例えば、退職時に41万円の標準報

酬月額だった方が任意継続被保険者となった場合、いままでは「28万円×保険料率」が納付する額でした

が、この４月以降は「30万円×保険料率」にアップすることになります。 

 

 なお健保組合に加入されていた被保険者の方は、それぞれの健保組合に標準報酬月額の平均額を確認して

ください。 

  平成30年度 平成31年度 

埼玉県 ９．８５％ ９．７９％ 

千葉県 ９．８９％ ９．８１％ 

東京都 ９．９０％ ９．９０％ 

神奈川県 ９．９３％ ９．９１％ 

 最近、社会保険実務におけるさまざまな変更がありましたので、確認しておきます。 



 

 

オフィス・サポートNEWS 

 JAZZでほっと一息                     アドバンスト・ソフト 小柳 忠章

「Sentimental Journey センチメンタル・ジャーニー」 

 1944年発表のポピュラーソング。作曲はレス・ブラウ

ンとベン・ホーマー、作詞はバド・グリーン。レス・ブ

ラウン楽団の楽曲として製作されました。当時、楽団の

専属歌手だったドリス・デイが歌うレコードが1945年に

リリースされ、ミリオンセラーとなりました。ちょうど

曲のリリースと第二次世界大戦の欧州戦線における終戦

とが一致し、多くの退役軍人の間で非公式に帰省のテー

マ曲になりました。ビルボードでは1945年3月29日に1

位を獲得。以降、23週に渡ってチャートの１位を獲得し

た。日本は３月10日の東京大空襲の後ですから、主要都

市がB29による空襲を受けていた時期です。何時焼け出

されるか分からない不安。出征した夫の生死すら分から

ない時期にアメリカは戦勝気分だったのでしょうか。 
 

  センチメンタルな旅に出るのよ 

  気分を楽にしてね 

  センチメンタルな旅に出るのよ 

  思い出を新たにするの 

 

  バックを持って切符も持って 

  有り金全部使うわよ 

  子供のように好き勝手にね 

  「出発！」の合図を待つだけ 

 

  ７時よ、私たちが出発するのは 

  ７時には天国へ向かう気分になるわ 

  １マイルずつ数えるの 

  私を連れ戻す鉄道の音 

 

  こんなにも懐かしい気分になるなんて思わなかった 

  なぜ放浪するなんて決めたんだろう 

  センチメンタルな旅に出るのよ 

  家に帰るセンチメンタルな旅 

 

 どこかに出かけるのではなく、結局家に帰る旅だった

わけだ。実は1942年から44年にかけて音楽家のストライ

キがあり、1944年より前に演奏されていたようです。た

またま録音時期と終戦が重なっただけというのが真実で

すね。世界大戦の重苦しい雰囲気の中でもこういう明る

い歌が作られる力強さがアメリカにはあったということ

でしょうか。私の父はこの時期フィリピンの山中をボロ

ボロの軍服を着て彷徨い歩いていました。米軍の艦砲射

撃と空爆の後、地上戦。生きて帰れる希望もなかったと

思います。国内は３月10日の東京大空襲に続く、主要都

市への爆撃の最中にアメリカ国内では、このような歌が

流行していたのですね。 

 ゴールデンウイークは10連休と決まっていても、どこ

に行くにも特別価格。長期の休み方を知らない団塊世代

はどうすればよいのだろう。女房は「面倒くさいから、

家に居る。あなただけ何処かへ行ってらっしゃい」と言

う。どうしましょう。 

司法書士の業務つれづれ帳 第33回 
司法書士事務所リーガルオフィス白金 

代表司法書士 飯田 茂幸 

家族信託活用法  

 Ａさん夫婦から「家族信託という制度があると新聞で見

たが、詳しく教えて欲しい」という相談があった。Ａさん

は70代、子供は長女と次女の二人、その二人とも結婚し

て独立、Ａさんは奥さんと二人暮らしをしている。Ａさん

の財産は自宅と預貯金、生活は安定しているが、裕福とい

うほどではない。 

 Ａさんは自分が認知症になったときの心配をしていた。

家族に自分の介護で苦労をかけたくないからその時は施設

に入りたい、でも、施設に入るにはお金がかかる。自宅を

売れば施設の入所資金を作れるが、認知症になって判断能

力がなくなったら自分では自宅を売ることができない。漠

然とした不安を抱えていたところ、新聞の記事で家族信託

のことを知った。 

 家族信託は、自身の財産の管理・処分を第三者(主に親

族)に任せる制度。主に投資を目的として信託銀行等の金

融機関が顧客の財産を預かる商事信託と異なり、家族信託

は、認知症等により判断能力が衰えたときの財産の流動性

を確保することを主な目的として親族間で実行される。家

族信託は商事信託との対比で民事信託とも言われる。 

 家族信託に類する制度として、先月ご紹介した任意後見

がある。この二つの制度は、財産の管理・処分を目的とす

る点で共通するが、家族信託は任意後見にある身上監護

(生活、治療、療養、介護等の世話)がない。また、任意後

見では本人の全ての財産を把握して管理・処分するが、家

族信託では財産を特定して信託することができるので、全

ての財産を受託者(財産を預かる人)に開示する必要なな

い。 

 Ａさんに家族信託と任意後見について説明をしたとこ

ろ、Ａさん夫婦は子供達に自宅を預ける家族信託を進める

ことを希望した。Ａさんの奥さんを受託者としてもいい

が、奥さんも高齢なのでＡさんより先に亡くなってしまう

恐れもある。そしてＡさんの奥さんが言った「家族信託は

全ての財産を預ける必要がないとわかって良かった。娘た

ちに私たちの預金の額を知られると『子供(Ａさんの孫)の

教育資金が欲しい』とせがまれるのではないかと心配だっ

た。」。 

 親も子も、自宅を買ったが貯蓄にそんなに余裕はない。

そんな現実から家族信託が活用される意外な場面を見た。 

URL:http://shirokane-legal.com/ 
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年俸制を採用していれば残業代は支払わなくてよいか？  

【年俸制も労働法の規制を受ける】 
 年俸制は労働者に対して支払う賃金を年単位で決定

する制度です。月単位で決定する月給制、日単位で決

定する日給制、時間単位で決定する時給制、仕事の結

果で決定する出来高制などさまざまある給与制度の一

つに過ぎませんから、当然労働関係法令の規制を受け

る賃金であることに違いはありません。 

 年俸も「賃金」である以上、労働基準法第24条に定

める「毎月１回以上・一定期日払の原則」の適用を受

けます。そのため、年俸を少なくとも12に分割して毎

月１回は支払うことが必要となります。また、法定労

働時間を超えた時間や休日労働、深夜労働に対する割

増賃金の支払い対象ともなります。 

 

【年俸制における割増賃金の計算】 
 賃金総額を年を単位として決めるのが年俸制ですか

ら、その総額の中に月例賃金がいくらで、賞与や諸手

当がいくらかということは不明とならざるを得ませ

ん。仮に、従来は月例賃金制度で、ほかに賞与や諸手

当を支給していたという経過があり、年俸制にはそれ

を取り込んだという経過であったとしても同じことで

す。 

 したがって、「年俸額÷12」で月額賃金を算出し、

「月額賃金÷１ヵ月平均所定労働時間」で１時間あた

りの賃金単価を算出し、それに1.25（時間外割増）な

り1.35（休日割増）なりの割増率を乗じて割増賃金額

が算出されることになります。 

 ということは、月給制や日給制・時給制を採用する

よりも年俸制を採用した方が、月額賃金が大きくな

り、割増賃金額も大きくなるという結果になります。

管理監督者（労働基準法41条の２）や裁量労働制（労

働基準法38条の３，４）の適用を受ける労働者であれ

ば割増賃金の対象外となるため年俸制を適用する意味

はあるものの、一般の従業員を対象に年俸制をとるこ

とは、むしろ過大な残業代出費を招くこととなりま

す。 

 

【割増計算の「除外賃金」との関係】 
 次に、労働基準法37条５項及び労働基準則21条で定

められている、割増賃金の計算基礎に算入されない除

外賃金との関係を検討してみます。そこで定められて

いる「除外賃金」は次の通りです。 

 
 ①～⑤が割増賃金の算定基礎から除外されるのは、

労働の内容とは無関係な個人的事情によって支払われ

る性格の手当であるため、こうした事情によって割増

賃金額が変わることは不合理であるという理由です

（したがって、住宅費用の多寡に応じて支給額が変わ

ること、扶養家族の有無・数に応じて支給額が変わる

ことが除外の条件です。一律に一定額を名目だけ住宅

手当・家族手当として支給する場合は除外対象となり

ません）。 

 ⑥の「臨時に支払われた賃金」とは、私傷病手当、

見舞金、結婚手当など突発的な臨時的な事由により支

給されるものを指します。⑦の「１ヵ月を超える期間

ごとに支払われる賃金」とは、賞与とか精勤手当のよ

うなものを指します。 

 年俸制において、月額給部分と賞与手当を合計して

年俸額を確定している場合、例えば、「月例賃金×12

カ月分＋賞与４カ月分」と計算した額を年俸額として

いるようなケースです。このケースで、賞与４カ月分

は⑦の「賞与」として「除外賃金」に該当するのかと

いうことです。しかし、あくまでも年俸制を採用する

ならば、４カ月分の賞与部分は除外賃金には該当しま

せん。 

 

 以上から、ご相談の例では、従業員からの残業代請

求は正当なものであるといえます。会社として正確な

残業時間を計算して、支給しなければなりません。も

しその従業員が監督署に申告するなどした場合には他

の従業員の分も問題となるでしょう。 

 これを機に給与制度や給与規程を見直されることを

合わせてお勧めします。  

① 家族手当 

② 通勤手当 

③ 別居手当 

④ 子女教育手当 

⑤ 住宅手当 

⑥ 臨時に支払われた賃金 

⑦ １ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金 

オフィス・サポートNEWS 

労使トラブル110番  労働相談メール roudou@officesup.com  

 弊社は年俸制を採用しており、毎年４月に、勤続年数や業績、能力水準をもとに、年俸額を決

め、従業員と雇用契約を締結しています。先日ある従業員から、「残業代を２年分支払ってほし

い」との請求書が届きました。いままで残業代を支払ったことはないのですが、年俸制でも残業代

は支払わなければならないのでしょうか。 
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前回は年休の時季指定義務を取り上げ、年休の管理

を容易にする方法の一つとして、付与日を４月１日な

どで統一する方法（統一付与方式）を紹介しました。

元々この方式は、多くの企業で取り入れられており、

筆者の関与先では、これを前提に、半期ごとの目標面

談などの折に、年休の取得状況の確認し、必要に応じ

て会社から時季指定を行うという方針になっていると

ころもあります。 

しかし、統一付与方式の場合、労基法で定められた

付与日よりも前に年休を付与しなければならないた

め、５日の指定義務がかかる１年間の期間に重複（ダ

ブルトラック）が生じる場合があります。今回は、こ

のような場合の取扱いについてみることにします。 

１．年休の時季指定義務とは  
では、具体的に、初回の年休は法定通り６か月経過

日に、２回目以降は毎年４月１日に付与する会社につ

いて、入社日が８月１日の社員で考えてみます。この

場合、①翌２月１日（６か月経過日）に10日、②直後

の４月１日（統一付与日）に11日の年休が付与されま

す。改正法では、10日以上の年休付与日から１年以内

に５日を取得させなければならないとされているの

で、①の分は翌々年の１月31日まで、②の分は翌々年

の３月31日までに、それぞれ５日取得させなければな

らないことになります。これは、全体では翌２月１日

から翌々年の３月31日までの間（14か月間）に合計10

日の年休を取得させなければならないことを意味して

います。 

しかし、これでは取得義務日数が多くなるだけでな

く、管理も煩雑になってしまいます。そこで、労基則

24条の５第２項では、重複が生じた場合には、全体の

期間（法令上は「履行期間」）の長さに応じて、義務

日数を比例按分する方法が認められています。上記の

例では、履行期間が14か月なので、〔14÷12×５日＝

5.83日…〕となり、履行期間に６日１）取得させればよ

いことになります。 

 

 なお、このような比例按分方式は、取得義務の日数

に関係するので、就業規則に反映させる必要があると

考えます。規定の仕方は会社ごとの年休の付与方法に

よって異なりますが、上記の例では、入社月に応じて

履行期間と比例按分された日数が決まるため、これを

表２）にまとめるとわかりやすいと思います。 

２．履行期間を統一する方法 
さらに履行期間の管理を容易にするため、入社日に

かかわらず履行期間を統一する方法もあります３）。ま

ず、統一付与日を①４月１日と②10月１日のように、

半年ごとに２回設けます。そして、４月～９月入社者

については、その年の②に10日、翌年の①に11日付与

します（以降は毎年①に12日、14日…と付与）。そう

すると、１回目の付与日から２回目の付与日の間隔が

半年で揃うことになるため、履行期間も統一（この場

合18か月＝比例按分日数は7.5日）することができるわ

けです。 

もっとも、この方法は、法定の付与と比べると、か

なり前倒しで付与することになるため、中堅以上向け

の仕組みだと思います。 

３．年休の一部を分割して付与する場合 
 会社の中には、初年度の年休を入社日などに一部を

分割して付与する場合も少なくありません。この場

合、取得義務の１年をどのように考えるかというと、

分割付与した年休が合計10日に達した日を基準に、そ

の日から１年間が義務の対象期間となります。たとえ

ば、入社日に５日年休を付与し、残りの５日を６か月

経過日に付与する場合には、後者の６か月経過日から

１年間以内に年休を５日取得させなければならないわ

けです。なお、６か月経過日前に社員が自ら時季指定

して取得した年休については、義務の５日から控除す

ることができるとされています。 

 
１）１日未満の端数が生じている場合は、これを１日に切り上げる

（H31.12.28基発1228第15）。ただし、同通達では、履行期間期間が

18か月の場合〔18÷12×５＝7.5日〕、0.5日の部分は、労働者が希望

した場合は半日年休でもよいとしている。 

２）たとえば次表。なお、月の途中で入社した場合も年休の付与につい

ては月の初日に入社したものとしている（前掲通達）。

 
３）この部分は岩﨑仁弥社労士の「実践！働き方改革に伴う諸規定整

備」（H31.2.25付け労働新聞）を参考にした。 

入社月 履行期間 日 数 

４月 当年10月１日～翌々年３月31日 7.5日 

: : : 

７月 翌年１月１日～翌々年３月31日 6.5日 

： ： ： 

8/1入社     翌2/1    4/1   翌々年の1/31  3/31 
                  10日付与 11日付与           
  

  

 
           この間（履行期間）に６日取得でも可 

失敗しない就業規則の作成・改定のポイント㉞ 

 オフィス・サポートNEWS 

ＭＯＲＩ社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 森 慎一 （http://office-mori.biz/） 

第34回：働き方改革法⑤～年休の時季指定義務Ⅱ～  
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オフィス・サポートNEWS 

経営コンサルタント  野澤 周永 （株式会社Ｖコンサル）  

http://www.vcon.jp 

第70回：規模感と成熟度を意識した成長戦略  

 中堅中小企業のコンサルティングを全国各地で小

規模から中堅中小企業まで様々な規模の会社さんに

幅広く行なっています。そのコンサル先の成熟度

（マインドやスキルの高さ等）も様々です。同じ課

題を持っているケースでも、その規模感と成熟度に

よって、コンサルティングが効果的に改善に生かさ

れる場合と、そうでない場合があるのが実際です。

今回はその辺の事情をコンサルタントの体感として

お話します。どのように効果的に自社の人やしくみ

の改善を進めることができるかの一助としていただ

ければ幸いです。 

 

 「規模感」を横軸、「成熟度」を縦軸として考え

てみると、その特徴が見えてきます。 

 まず、規模の大小は、成熟度と相関するかといえ

ば、事実、ある程度はそうだと言えます。単に能力

や力量だけからいえば、上場クラスから、大手上場

クラスになれば、いい人材の集積力も高く、等比級

数的に優秀な人材を抱えていると言えます。中小企

業でも売上100億規模から、上場クラスまでのラン

クになると、概して役員・部長級の能力は高く、そ

の下の若手や新人でも光る人材が目に付くと言えま

す。逆に５億以下では、社長の資質と能力で持って

いるケースが多いと言えますが、もちろん男女問わ

ずきらりと光る優秀な人材が１名ないし一握りです

が、いるケースが多いと言えます。社長と奥さんあ

るいは息子さんで持っているケースも多々ありま

す。いわゆる「三ちゃん経営（父ちゃん、母ちゃ

ん、兄ちゃん）」というやつです。更にそのうえ、

５億から10億、20億、そして二桁億（100億未満）

ではどうかといえば、規模に応じて有能な人は多く

なる傾向があります。 

 成熟度=成長能力（成長できる可能性）かといえ

ば、必ずしもそうではありません。有能な人は、プ

ライドと自負を持っています。だから、人に負ける

のが嫌いであったり、他人の方が優秀であることを

認めたくないといった特徴が多くみられます。です

から、有能な方の中で目の効く人物は、他人の自分

より有能な点を謙虚に認め、その人をたて、その人

からその分野についての多くの知恵を吸収すること

ができます。そんな方はもっともっと上のレベルに

到達できると言えます。 

 そのような傾向分析からわかるように、規模感が

大きいほど、コンサルティング効果があるかといえ

ば、そうとは言えません。まったく逆のケースもあ

り、規模が小さくともマインドが高く、向上心があ

る場合などは、吸収力があり、成長能力が高いと言

えます。もちろん、コンサルタントのコンサル能力

による点も大きいという事実もあります。大企業ク

ラスになれば、コンサルタントが社員の能力より高

くなければ指導になりません。大企業の場合は、ス

キルアップよりも経営や人材育成を含めた事業の戦

略面でのコンサルティングに限定されることになり

ます。それとざっくり100億を超えてくると、能力

は高いのですが、聞き耳がない場合には、コンサル

ティングがストレートに入っていかず、「素直にま

ず聞く」⇒取捨選択をジャッジするというプロセス

が描けない場合も多いと言えます。優秀な人の数や

割合は差がありますが、１億から100億未満のいわ

ゆる小規模ないし中小企業クラスでも、まったく同

じことが言えます。つまり、改善マインドの有無・

素直に聞く耳を持つこと・実行力のありなしなどが

影響するといえます。 

 例えば、同じ営業規模でも、親会社や強力な関係

先からの仕事量が確保されている場合などは、たと

え能力があっても、成熟度にあたる前記の「マイン

ド・聞く耳・実行力」といったものが欠落している

場合があり、急に外部環境の変化によるサプライ

チェーンの異変発生で、窮地に立たされ、業績や財

務事情が転がり落ちていくことがありえます。 

 

 このように企業の規模感と成熟度には緩い相関関

係はあるものの、小さい会社だからマインドやスキ

ルがないとは限らず、また逆も真なりなのです。で

は、どのように改善を進めていけば効果的かといえ

ば、「自社の規模感と成熟度の立ち位置を知る」こ

とからスタートすることです。そして、自社の目線

の高さにフィットする改善の進め方を読み取って実

行していくことです。私達コンサルタントは、いつ

もそのお手伝いをしていると言えます。会社をよく

するには、規模感と成熟度を意識した「成長戦略」

が必要なのです。  

新シリーズ 会社を強くする『経営の切り口』 
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＊ブログとFACEBOOK始めました！HPにリンクしてご覧下さい。  

http://office-mori.biz/
http://www.vcon.jp

